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［
資
料
紹
介
一

【
要
旨
｝

真
言
宗
寺
院
証
菩
提
寺
（
横
浜
市
栄
区
上
郷
）
は
、
鎌
倉
時
代
中
期
か
ら
鶴

岡
八
幡
宮
を
頂
点
と
し
た
鎌
倉
の
密
教
世
界
の
中
で
、
寺
門
僧
・
山
門
僧
が
多

く
の
供
僧
を
占
め
る
天
台
宗
の
拠
点
寺
院
で
あ
っ
た
。
証
菩
提
寺
は
石
橋
山
合

戦
で
討
死
し
た
佐
奈
田
義
忠
を
岡
崎
一
族
が
供
養
す
る
た
め
に
創
建
し
た
寺
院

で
、
当
初
は
私
度
僧
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
北
条

氏
の
家
政
を
動
か
す
長
崎
氏
の
一
族
盛
弁
が
別
当
に
就
任
し
た
後
は
、
証
菩
提

寺
別
当
と
鶴
岡
二
十
五
坊
供
僧
の
兼
務
は
継
続
的
に
続
く
関
係
と
な
り
、
証
菩

提
寺
の
僧
は
鎌
倉
で
行
わ
れ
る
修
法
に
呼
ば
れ
る
立
場
に
な
っ
た
。
盛
弁
以
後
、

証
菩
提
寺
の
別
当
・
供
僧
は
正
規
に
伝
法
灌
頂
を
受
け
た
官
僧
が
多
く
務
め
る

よ
う
に
な
る
。

南
北
朝
時
代
に
な
る
と
、
証
菩
提
寺
別
当
は
村
上
源
氏
の
縁
者
が
務
め
る
よ

う
に
な
り
、
鶴
岡
八
幡
宮
で
行
わ
れ
る
修
法
の
導
師
も
務
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ま
た
、
鎌
倉
の
明
石
谷
一
心
院
と
の
兼
務
と
な
り
、
一
心
院
が
本
務
、
証
菩
提

寺
が
兼
務
の
関
係
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
時
期
の
証
菩
提
寺
は
、
十
五
口
の

別
当
・
供
僧
を
抱
え
る
天
台
宗
の
拠
点
寺
院
で
あ
る
。
村
上
源
氏
と
の
俗
縁
、

天
台
寺
門
流
主
導
の
密
教
寺
院
と
い
う
立
場
は
、
証
菩
提
寺
が
京
都
の
権
門
寺

院
と
密
接
に
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
こ
の
時
期
の
証
菩
提
寺
の
別
当
・
供
僧
の
経
歴
を
復
元
す
る
こ
と

で
、
中
世
の
証
菩
提
寺
の
姿
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
キ
ー
ワ
ー
ド
一

証
菩
提
寺
・
中
世
密
教
・
天
台
寺
門
流

「
鎌
倉
証
菩
提
寺
年
中
行
事
』
に
み
え
る

天
台
寺
門
流
の
僧
侶

永

井

晋

（

１

）

条
文
が
『
吾
妻
鏡
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
相
模
国
山
内
庄
は
建
保
元
年
二
二
一

三
）
の
和
田
合
戦
で
和
田
義
盛
に
与
し
た
山
内
首
藤
氏
の
本
領
で
、
こ
の
合
戦
に
勝

（

２

）

利
し
た
北
条
義
時
が
恩
賞
と
し
て
賜
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
山
内
庄
は
北
条
氏
の
本

拠
地
と
し
て
発
展
を
遂
げ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
山
内
庄
が
北
条
氏
の
所
領
に
な
っ

て
か
ら
、
証
菩
提
寺
に
は
新
阿
弥
陀
堂
が
建
立
さ
れ
、
北
条
氏
が
新
た
に
供
僧
三
口

を
寄
進
し
て
い
る
。

源
頼
朝
が
莞
去
し
、
岡
崎
氏
が
和
田
合
戦
で
滅
亡
し
た
後
は
、
証
菩
提
寺
を
外
護

す
る
有
力
者
が
い
な
か
っ
た
よ
う
で
、
建
長
四
年
二
二
五
二
）
に
は
証
菩
提
寺
住

持
か
ら
荒
廃
を
訴
え
る
上
申
が
行
わ
れ
た
。
上
申
の
要
約
は
『
吾
妻
鏡
』
建
長
四
年

四
月
二
十
六
日
条
に
収
録
さ
れ
、
そ
こ
に
は
源
頼
朝
が
建
久
八
年
二
一
九
七
）
に

修
造
し
た
由
緒
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
美
術
史
の
観
点
か
ら
同
寺
の
仏
像
を

調
査
し
た
塩
澤
寛
樹
氏
は
仏
像
の
造
立
年
代
が
『
吾
妻
鏡
』
の
伝
え
る
年
代
よ
り
も

さ
か
の
ぼ
る
こ
と
、
証
菩
提
寺
旧
鐘
銘
に
文
治
五
年
（
二
八
九
）
八
月
の
年
紀
が

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
岡
崎
氏
が
佐
奈
田
義
忠
供
養
の
た
め
に
建
立
し
た
寺
院

が
先
行
し
、
源
頼
朝
は
建
久
八
年
に
そ
れ
を
修
造
し
た
の
で
は
な
い
か
と
草
創
期
の

（

３

）

状
況
を
考
察
し
て
い
る
。
縁
起
に
よ
っ
て
源
頼
朝
修
造
と
伝
え
ら
れ
る
証
菩
提
寺
は
、

そ
れ
に
先
行
す
る
寺
院
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。

文
献
史
料
か
ら
証
菩
提
寺
の
姿
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
の
は
、
天
台
宗
寺
門
派

（
本
山
園
城
寺
）
が
証
菩
提
寺
別
当
職
を
継
承
す
る
よ
う
に
な
っ
た
鎌
倉
時
代
中
期
以

横
浜
市
栄
区
に
あ
る
証
菩
提
寺
は
、
岡
崎
義
実
が
治
承
四
年
二
一
八
○
）
の
石

橋
山
合
戦
で
討
死
し
た
佐
奈
田
与
一
義
忠
を
供
養
す
る
た
め
に
建
立
し
た
寺
院
で
あ

↓
〈
四
○

は
じ
め
に

証
菩
提
寺
は
相
模
国
山
内
庄
に
属
し
、
三
代
将
軍
源
実
朝
が
参
詣
し
た
と
伝
え
る
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本
稿
が
分
析
の
中
心
に
置
く
史
料
は
、
「
鎌
倉
証
菩
提
寺
年
中
行
事
』
『
三
井
寺
灌

（

４

）

頂
脈
譜
」
『
三
井
続
灯
記
」
「
鶴
岡
社
務
記
録
』
『
鶴
岡
八
幡
宮
寺
諸
職
次
第
』
で
あ
る
。

『
鎌
倉
証
菩
提
寺
年
中
行
事
』
は
、
建
久
八
年
の
源
頼
朝
制
札
を
冒
頭
に
記
し
、
そ

れ
に
続
い
て
「
証
菩
提
寺
一
年
中
所
作
井
寺
役
等
事
」
で
年
中
行
事
の
役
の
配
分
を

記
し
、
「
新
阿
弥
陀
堂
供
僧
次
第
」
以
下
の
諸
項
目
が
続
い
て
い
く
。
収
録
さ
れ
た
交

名
は
、
記
載
さ
れ
た
人
々
の
世
代
か
ら
室
町
時
代
中
期
の
応
永
年
間
の
も
の
と
推
測

で
き
る
。
国
立
公
文
書
館
本
の
冒
頭
に
置
か
れ
た
源
頼
朝
制
札
は
社
寺
参
詣
の
巡
礼

者
に
み
せ
る
た
め
に
偽
作
さ
れ
た
江
戸
時
代
の
偽
文
書
で
あ
る
が
、
本
文
中
に
見
え

る
交
名
類
は
他
の
史
料
と
整
合
性
が
あ
る
の
で
、
中
世
に
作
成
さ
れ
た
寺
院
文
書
を

整
理
し
て
収
録
し
た
と
考
え
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
交
名
は
、
他
の
史
料

と
記
述
が
接
続
す
る
の
で
、
証
菩
提
寺
の
姿
を
伝
え
る
史
料
と
し
て
使
う
こ
と
が
で

き
る
。ま

ず
、
証
菩
提
寺
の
創
建
な
ら
び
に
鎌
倉
時
代
中
期
の
荒
廃
ぶ
り
を
伝
え
る
『
吾

妻
鏡
』
建
長
二
年
（
一
二
五
○
）
四
月
十
六
日
条
を
分
析
し
て
み
よ
う
。

後
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
佐
奈
田
義
忠
供
養
の
寺
と
い
う
創
建
時
の
由
緒
に
も
と
づ

く
活
動
は
み
え
ず
、
鶴
岡
八
幡
宮
を
頂
点
と
し
た
中
世
都
市
鎌
倉
の
宗
教
世
界
の
中

で
天
台
宗
寺
門
派
の
拠
点
と
な
っ
て
い
た
寺
院
の
姿
が
み
え
る
。
そ
の
分
析
が
可
能

と
な
る
の
は
、
園
城
寺
・
鶴
岡
八
幡
宮
・
証
菩
提
寺
の
三
者
に
残
っ
た
史
料
を
重
ね

合
わ
せ
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
史
料
だ
と
断
片
に
す
ぎ
な
い
情
報
が
、
関
連
づ
け

ら
れ
、
よ
り
明
確
な
分
析
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
証
菩

提
寺
の
別
当
や
供
僧
を
勤
め
た
人
々
を
考
証
す
る
こ
と
で
、
鎌
倉
時
代
中
期
か
ら
室

町
時
代
の
証
菩
提
寺
が
鎌
倉
に
お
け
る
天
台
宗
の
拠
点
と
し
て
活
動
し
た
状
況
を
明

ら
か
に
し
て
い
く
。

｜
証
菩
提
寺
別
当
職
の
検
証

十
六
日
辛
亥
、
山
内
証
菩
提
寺
住
持
申
当
寺
修
理
事
、
為
清
左
衛
門
尉
満
定
奉

行
、
今
日
有
其
沙
汰
、
早
召
損
色
、
可
成
土
木
之
功
之
由
被
仰
出
、
是
右
大
将

家
御
時
、
佐
那
田
余
一
義
忠
菩
提
、
建
久
八
年
建
立
之
後
、
雨
露
難
相
侵
、
~
未

能

此

式

云

々

、

相
模
国
山
内
庄
の
証
菩
提
寺
住
持
か
ら
、
老
朽
化
し
た
堂
社
の
修
理
を
願
い
出
た

上
申
書
が
提
出
さ
れ
た
。
そ
れ
を
受
け
た
将
軍
九
条
頼
嗣
の
命
に
よ
り
、
鎌
倉
幕
府

の
奉
行
人
清
原
満
定
が
担
当
と
な
り
、
修
造
の
沙
汰
を
行
う
と
伝
え
て
い
る
。
こ
の

条
文
は
、
証
菩
提
寺
創
建
を
建
久
八
年
建
立
と
記
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
は
幕
府
が

修
造
の
沙
汰
を
行
っ
て
い
な
い
と
伝
え
る
。
源
頼
朝
は
石
橋
山
合
戦
で
命
を
落
と
し

た
者
に
対
す
る
報
恩
を
忘
れ
ず
に
修
造
を
行
っ
た
が
、
以
後
の
将
軍
家
は
そ
れ
を
引

き
継
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

『
鎌
倉
証
菩
提
寺
年
中
行
事
』
〈
以
下
（
年
中
行
事
）
と
略
す
〉
は
、
．
証
菩
提

寺
供
僧
次
第
」
の
「
寺
家
」
の
項
目
に
証
菩
提
寺
歴
代
別
当
を
記
す
。

寺

家慈

台

坊

義

賢

坊

智

道

坊

慶

寛

坊

証

覚

坊

実

応

坊

証

語

坊

山

進

僧

都

寺

駿

河

法

印

寺

三

位

法

印

寺

播

磨

僧

都

寺

一

心

院

宗

弁

盛

弁

実

晴

覚

久

契

覚

寺

一

心

院

中

納

言

僧

正

寺

一

心

院

□

口

僧

正

久

我

猶

子

寺

一

心

院

太

政

僧

正

久

我

現

息

覚

伊

乗

基

乗

円

寺
一
心
院
太
政
大
僧
正
三
条
現
息
久
我
猶
子

乗

通

（
年
中
行
事
）
は
、
初
代
の
慈
台
坊
か
ら
七
代
の
証
語
坊
に
い
た
る
歴
代
を
坊
号
の

み
で
記
す
。
僧
官
僧
位
や
僧
名
を
記
さ
な
い
こ
と
か
ら
、
僧
名
を
記
す
必
要
も
な
い

と
判
断
さ
れ
た
在
野
の
私
度
僧
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
「
吾
妻
鏡
」
が
証
菩
提
寺
住
持
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と
の
み
記
し
、
僧
官
僧
位
も
僧
名
も
記
さ
な
い
の
は
、
こ
の
時
期
の
僧
で
あ
る
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
。
『
吾
妻
鏡
』
の
条
文
は
、
証
菩
提
寺
が
鎌
倉
の
顕
密
寺
院
と
結
び

つ
く
以
前
の
状
態
を
伝
え
る
史
料
と
み
て
よ
い
。

山
門
流
の
進
僧
都
宗
弁
以
後
は
、
僧
官
僧
位
と
僧
名
を
記
す
よ
う
に
な
る
。
彼
以

後
、
国
家
公
認
で
灌
頂
を
受
け
た
官
僧
と
み
て
よ
い
。
た
だ
、
山
門
流
の
宗
弁
は
他

の
史
料
に
徴
証
が
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
寺
誌
を
伝
え
る
中
世
史
料
の
残
り
が
少

な
い
延
暦
寺
の
事
情
に
よ
る
も
の
で
、
関
連
史
料
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
と
存
在
し
な

い
こ
と
は
別
で
あ
る
。

宗
弁
の
跡
を
継
い
だ
寺
門
の
別
当
駿
河
法
印
盛
弁
以
下
は
、
『
三
井
寺
灌
頂
脈
譜
」

や
鶴
岡
八
幡
宮
関
係
の
中
世
史
料
に
も
名
前
が
見
え
る
僧
侶
で
あ
る
。
ま
た
、
契
覚

以
後
は
鎌
倉
明
石
谷
の
一
心
院
を
通
称
に
用
い
て
い
る
。
一
心
院
と
証
菩
提
寺
別
当

の
兼
務
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
以
下
、
証

菩
提
寺
別
当
の
事
績
を
た
ど
り
な
が
ら
、
寺
史
を
復
元
し
て
い
く
。

以
下
の
考
証
で
は
、
同
一
史
料
か
ら
の
引
用
が
繰
り
返
さ
れ
る
の
で
、
典
拠
と
な

る
史
料
は
右
記
の
略
称
で
表
記
す
る
。

＊
引
用
史
料
略
称
一
覧

（
年
中
行
事
）
Ⅱ
「
鎌
倉
証
菩
提
寺
年
中
行
事
」
（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）

（
証
）
Ⅱ
「
証
菩
提
寺
文
書
」
舎
相
州
古
文
書
』
所
収
）

（
三
）
Ⅱ
「
三
井
寺
灌
頂
脈
譜
」
（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
）

（
園
十
番
号
）
Ⅱ
『
園
城
寺
文
書
第
二
巻
中
世
』
の
文
書
番
号

（
灯
）
Ⅱ
「
三
井
続
灯
記
」
舎
大
日
本
仏
教
全
書
ご

（
鶴
）
Ⅱ
「
鶴
岡
社
務
記
録
」
書
鶴
岡
叢
書
』
第
二
輯
）

（
諸
）
Ⅱ
「
鶴
岡
八
幡
宮
寺
諸
職
次
第
」
含
鶴
岡
叢
書
」
第
四
輯
）

（
供
）
Ⅱ
「
鶴
岡
八
幡
宮
寺
供
僧
次
第
」
含
鶴
岡
叢
書
』
第
四
輯
）

（

１

）

盛

弁

盛
弁
は
、
得
宗
家
執
事
平
左
衛
門
尉
盛
綱
の
孫
、
時
綱
の
子
と
伝
え
る
藷
・
供
）
・

鶴
岡
社
務
隆
弁
僧
正
（
授
者
八
十
五
番
）
か
ら
、
園
城
寺
別
所
如
意
寺
で
文
永
五
年

二
二
六
八
）
正
月
十
二
日
に
伝
法
灌
頂
を
受
け
た
（
三
・
諸
・
供
）
。
（
授
者
某
番
）

は
、
『
三
井
寺
灌
頂
脈
譜
」
が
初
代
の
智
証
大
師
円
珍
か
ら
記
載
さ
れ
た
最
後
の
人
物

と
な
る
二
百
十
二
代
敬
雅
に
い
た
る
歴
代
灌
頂
授
者
に
振
っ
た
番
号
で
あ
る
。
没
年

は
、
「
親
玄
僧
正
日
記
」
正
応
六
年
二
月
二
十
七
日
条
の
「
駿
河
法
印
他
界
之
由
、
以

（

５

）

外
風
聞
」
や
（
諸
）
の
「
一
安
楽
坊
改
安
楽
院
」
盛
弁
項
の
「
正
応
六
年
二
月

廿
七
日
入
寂
、
五
十
六
歳
」
の
記
述
か
ら
確
認
が
と
れ
る
。
生
年
は
、
（
諸
）
に
み
え

る
没
年
時
の
年
齢
か
ら
逆
算
し
、
暦
仁
元
年
二
二
三
八
）
と
推
定
す
る
。

盛
弁
は
、
弘
長
二
年
二
二
六
三
六
月
八
日
に
鶴
岡
安
楽
坊
供
僧
に
補
任
さ
れ

た
（
諸
・
供
）
。
文
永
八
年
二
二
七
二
に
鶴
岡
学
頭
職
に
補
任
さ
れ
、
建
治
三
年

（
一
二
七
七
）
六
月
八
日
に
鶴
岡
執
行
職
に
補
任
さ
れ
た
く
諸
・
供
）
。
正
応
三
年
七

月
に
、
鶴
岡
執
行
職
を
辞
退
し
て
い
る
〈
諸
）
。
通
称
は
、
駿
河
法
印
で
あ
る
（
三
・

諸
・
供
）
。
鎌
倉
時
代
中
期
に
鶴
岡
社
務
と
園
城
寺
の
要
職
を
兼
務
し
て
活
躍
し
た
寺

（

６

）

門
流
の
重
鎮
隆
弁
が
鎌
倉
で
育
て
た
弟
子
の
一
人
で
、
鶴
岡
八
幡
宮
の
要
職
を
務
め

た
。
（
年
中
行
事
）
は
証
菩
提
寺
別
当
に
な
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
が
、
補
任
・
辞
任
の

年
代
は
明
ら
か
で
な
い
。
鶴
岡
八
幡
宮
の
役
職
と
の
兼
務
で
証
菩
提
寺
別
当
を
務
め

た
人
物
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

（

２

）

実

晴

（

実

情

）

（
年
中
行
事
）
は
「
晴
」
の
字
で
記
す
が
、
（
三
・
諸
・
供
）
は
「
清
」
の
字
を
用

い
て
い
る
．
実
情
の
誤
写
で
あ
ろ
う
。
（
三
）
は
、
実
情
の
父
を
、
能
登
守
源
仲
業
と

伝
え
る
。
後
白
河
院
の
院
分
受
領
を
つ
と
め
た
源
光
遠
の
孫
で
、
建
保
七
年
（
一
二

（
尊
）
Ⅱ
『
尊
卑
分
脈
』
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
）
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一
九
）
正
月
に
鶴
岡
八
幡
宮
で
源
実
朝
と
共
に
暗
殺
さ
れ
た
文
章
博
士
源
仲
章
の
甥

に
あ
た
る
。
定
顕
僧
正
（
授
者
三
三
番
）
か
ら
、
元
亨
元
年
（
一
三
二
二
十
月

二
十
九
日
に
園
城
寺
別
所
解
脱
寺
で
伝
法
灌
頂
を
受
け
た
。
俗
齢
六
十
七
歳
・
法
鵡

五
十
一
年
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
建
長
七
年
二
二
五
五
）
の
誕
生
で
あ
る
。
伝

法
灌
頂
は
、
長
年
の
功
労
に
対
す
る
恩
典
と
み
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
実
情
の
没

年
は
（
諸
・
供
）
が
「
正
中
二
年
（
一
三
二
五
）
七
月
十
五
日
入
寂
」
で
共
通
す
る

が
、
年
齢
は
（
諸
）
が
「
七
十
五
」
、
（
供
）
が
「
七
十
こ
と
異
な
っ
て
い
る
が
、

（
供
）
と
（
三
）
は
一
致
す
る
の
で
、
（
供
）
が
正
し
い
生
年
を
伝
え
て
い
る
と
推
定

で
き
る
。

元
亨
元
年
十
二
月
二
十
九
日
付
の
「
新
阿
弥
陀
堂
供
僧
職
補
任
状
」
舎
相
州
文
書
』

鎌
倉
郡
一
八
六
八
号
）
は
、
実
情
が
新
阿
弥
陀
堂
供
僧
二
口
を
安
堵
さ
れ
た
と
伝
え

る
。
（
年
中
行
事
）
は
、
証
菩
提
寺
新
阿
弥
陀
堂
の
竹
内
方
・
桜
井
方
の
供
僧
職
を
継

承
し
た
と
伝
え
る
。

（
諸
）
は
、
帥
法
印
景
弁
が
正
和
四
年
二
三
一
五
）
二
月
九
日
に
臨
終
正
念
し
た

後
、
北
条
貞
時
の
推
挙
に
よ
っ
て
鶴
岡
静
盧
坊
に
補
任
さ
れ
た
と
伝
え
る
。
静
盧
坊

補
任
を
伝
え
る
使
者
は
、
長
崎
左
衛
門
尉
資
光
で
あ
る
。
（
諸
）
は
、
新
釈
迦
堂
（
大

慈
寺
）
・
永
福
寺
供
僧
職
も
務
め
た
こ
と
を
伝
え
る
。
実
情
は
晩
年
に
な
っ
て
鶴
岡
八

幡
宮
の
供
僧
に
補
任
さ
れ
た
人
物
で
、
盛
弁
が
入
滅
し
て
か
ら
覚
久
が
補
任
さ
れ
る

ま
で
の
中
継
ぎ
と
み
れ
ば
、
在
任
期
間
は
短
く
て
も
説
明
が
つ
く
。

（
３
）
覚
久
（
頼
救
か
ら
改
名
）

覚
久
は
長
崎
光
綱
の
子
と
し
て
育
て
ら
れ
た
が
、
実
は
北
条
貞
時
の
子
と
記
さ
れ

て
い
る
（
三
・
諸
・
供
）
。
嘉
元
三
年
（
一
三
○
五
）
二
月
十
六
日
に
、
聖
護
院
覚
助

法
親
王
（
授
者
一
○
一
番
）
か
ら
園
城
寺
唐
院
で
伝
法
灌
頂
を
受
け
た
。
伝
法
灌
頂

の
時
の
俗
齢
か
ら
、
永
仁
元
年
（
一
二
九
三
）
生
ま
れ
と
逆
算
で
き
る
。
嘉
元
三
年
、

鶴
岡
安
楽
坊
供
僧
に
補
任
さ
れ
た
（
諸
・
供
）
。
〈
諸
・
供
）
は
証
菩
提
寺
別
当
を
兼

務
し
た
と
伝
え
る
。
覚
久
は
、
延
慶
二
年
（
一
三
○
九
）
に
北
条
貞
時
が
卒
去
す
る

と
諸
職
を
辞
任
し
、
鶴
岡
安
楽
坊
を
覚
輸
に
譲
っ
て
隠
遁
し
た
と
伝
え
る
藷
・
供
）
・

覚
職
は
、
契
覚
受
法
・
覚
助
灌
頂
の
弟
子
な
の
で
、
契
覚
は
覚
久
か
ら
事
前
に
鶴
岡

安
楽
坊
の
讓
任
を
知
ら
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
後
日
、
鶴
岡
社
務
顕
弁
は
覚

久
の
遁
世
が
自
由
遁
世
で
あ
っ
た
と
し
て
、
覚
琉
の
鶴
岡
安
楽
坊
供
僧
職
を
止
め
、
契

覚
の
弟
子
契
幸
に
改
め
て
い
る
（
諸
・
供
）
。
覚
久
が
北
条
貞
時
の
後
を
追
っ
て
遁
世

し
た
こ
と
は
、
諸
方
に
問
題
を
起
こ
し
て
い
た
と
み
て
よ
い
の
だ
ろ
う
。
た
だ
、
覚

久
が
遁
世
し
た
時
に
離
れ
た
役
職
に
は
、
契
覚
に
讓
任
し
た
証
菩
提
寺
別
当
讓
任
も

含
ま
れ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。
証
菩
提
寺
別
当
職
交
代
が
推
定
で
き
る
事
例
と
な

る
．
そ
れ
と
共
に
、
盛
弁
が
亡
く
な
っ
た
正
応
六
年
か
ら
覚
久
が
自
由
遁
世
を
し
た

延
慶
二
年
ま
で
は
十
六
年
で
あ
る
。
正
応
六
年
は
改
元
し
て
永
仁
元
年
な
の
で
、
実

情
が
二
人
の
間
に
入
る
と
す
れ
ば
、
永
仁
元
年
か
ら
数
年
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
隠

遁
し
た
覚
久
の
没
年
は
、
明
ら
か
で
な
い
。

（

４

）

契

覚

契
覚
は
、
（
三
）
と
（
年
中
行
事
）
に
名
前
が
見
え
る
。
契
覚
は
、
（
年
中
行
事
）
の

「
寺
家
」
の
項
目
に
、
明
石
谷
一
心
院
を
示
す
．
心
院
」
の
傍
注
が
み
え
る
．
（
三
）

は
、
上
乗
院
覚
乗
僧
正
（
授
者
九
十
二
番
）
か
ら
弘
安
五
年
十
一
月
五
日
に
園
城
寺

別
所
解
脱
寺
で
伝
法
灌
頂
を
受
け
た
と
記
し
て
い
る
。
「
常
楽
記
」
言
群
書
類
従
壼
に

は
、
元
亨
元
年
七
月
二
日
に
「
契
覚
三
位
僧
正
入
滅
六
十
こ
と
あ
り
、
正
元
元

年
二
二
五
九
）
生
ま
れ
と
逆
算
で
き
る
。
前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
延
慶
二
年
に

覚
久
か
ら
証
菩
提
寺
別
当
職
を
継
承
し
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
三
）
は
、
覚
乗
の

弟
子
と
し
て
契
覚
を
載
せ
る
が
、
契
覚
が
鶴
岡
安
楽
坊
に
補
任
さ
れ
た
弟
子
契
幸
に

伝
法
灌
頂
を
行
っ
た
記
録
を
収
録
し
て
い
な
い
。
一
方
、
契
覚
が
伝
受
を
行
っ
た
受

法
弟
子
は
、
覚
久
・
覚
輸
な
ど
数
名
が
確
認
さ
れ
る
。
伝
法
灌
頂
を
受
け
て
い
て
官

僧
と
し
て
法
流
の
口
伝
を
弟
子
に
授
け
る
資
格
は
持
っ
て
い
て
も
、
伝
法
灌
頂
の
授
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者
と
し
て
儀
式
を
執
り
行
え
る
力
は
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
寺
門
流
の

場
合
、
園
城
寺
と
そ
の
別
院
・
院
家
・
別
所
、
東
大
寺
に
戒
壇
院
は
限
定
さ
れ
て
い

る
。
契
覚
と
共
に
鎌
倉
で
活
動
し
て
い
た
弟
子
た
ち
は
、
本
山
な
い
し
東
大
寺
で
伝

法
灌
頂
を
行
っ
て
も
ら
う
に
ふ
さ
わ
し
い
地
位
や
経
済
力
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
契
覚
の
代
に
初
め
て
明
石
谷
一
心
院
と
の
関
係
が
出
て
く
る
。

契
覚
は
一
心
院
の
通
称
を
用
い
る
が
、
一
心
院
で
の
活
動
は
明
ら
か
で
な
い
。
た
だ
、

彼
以
後
の
証
菩
提
寺
別
当
な
い
し
供
僧
は
一
心
院
の
通
称
を
用
い
、
一
心
院
の
格
付

け
で
活
動
す
る
こ
と
に
な
る
。

（

５

）

覚

伊

覚
伊
は
、
侍
従
藤
原
伊
兼
の
子
で
、
従
二
位
藤
原
伊
定
の
猶
子
と
な
っ
て
い
る

（
三
）
。
（
尊
）
は
、
藤
原
伊
定
の
子
と
し
て
収
録
す
る
。
永
仁
七
年
四
月
二
十
日
に
、

花
台
院
実
円
大
僧
正
（
授
者
一
○
二
番
）
か
ら
園
城
寺
唐
院
で
伝
法
灌
頂
を
受
け
た
。

元
徳
三
年
（
一
三
三
二
六
月
、
園
城
寺
別
当
に
就
任
し
た
（
灯
）
。
『
花
園
天
皇
辰

記
』
は
、
元
徳
四
年
（
一
三
三
三
三
月
三
十
日
に
僧
正
に
補
任
さ
れ
た
と
伝
え
る
。

歴
代
の
証
菩
提
寺
別
当
の
中
で
、
京
都
の
要
職
を
務
め
た
初
め
て
の
人
物
で
あ
る
。

（
三
）
は
覚
伊
を
「
関
東
住
」
と
記
し
、
（
年
中
行
事
）
は
証
菩
提
寺
別
当
に
覚
伊
を

数
え
る
。
（
諸
）
は
、
浄
蓮
坊
政
源
の
項
で
覚
伊
を
「
明
石
」
と
記
す
の
で
、
明
石
谷

一
心
院
に
住
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
（
鶴
）
は
、
十
八
代
鶴
岡
社
務
に
就
任
し
た

聖
護
院
門
跡
覚
助
法
親
王
が
京
都
を
離
れ
ら
れ
な
い
の
で
、
中
納
言
僧
正
覚
伊
を
代

官
と
し
て
派
遣
し
た
と
記
し
て
い
る
。
覚
助
法
親
王
が
鶴
岡
社
務
を
務
め
た
期
間
は
、

元
弘
三
年
二
三
三
三
）
九
月
四
日
か
ら
建
武
三
年
（
一
三
三
六
）
六
月
二
十
三
日

で
あ
る
。
こ
の
間
、
覚
伊
は
鎌
倉
に
下
向
し
て
明
石
谷
一
心
院
に
入
り
、
鶴
岡
社
務

を
代
行
し
た
。
証
菩
提
寺
別
当
を
兼
務
し
た
の
も
、
こ
の
時
期
と
重
な
る
と
み
て
よ

い
。
覚
伊
は
、
鶴
岡
社
務
代
の
在
任
期
間
か
ら
証
菩
院
寺
別
当
も
推
定
で
き
る
事
例

で
あ
る
。

（

６

）

乗

基

乗
基
は
、
太
政
大
臣
久
我
長
通
の
猶
子
で
、
天
台
座
主
と
日
光
山
別
当
を
兼
務
し

た
鎌
倉
幕
府
の
将
軍
惟
康
親
王
の
皇
子
仁
澄
の
子
と
伝
え
る
〈
三
）
。
暦
応
二
年
二

三
三
九
）
四
月
二
十
八
日
に
実
相
院
増
基
大
僧
正
〈
授
者
一
二
○
番
）
か
ら
法
華
山

寺
で
伝
法
灌
頂
を
受
け
て
い
る
（
三
）
。
灌
頂
授
者
一
三
四
番
「
前
僧
正
乗
基
授
三
人
」

の
項
目
に
「
貞
治
二
年
卒
四
十
四
」
と
あ
り
、
元
応
元
年
二
三
一
九
）
の
誕
生

と
わ
か
る
（
三
）
・

（
年
中
行
事
）
か
ら
、
証
菩
提
寺
別
当
と
明
石
谷
一
心
院
の
兼
務
が
推
測
さ
れ
る
。

『
鶴
岡
社
務
記
録
』
文
和
二
年
（
一
三
五
三
）
五
月
二
十
二
日
条
に
は
「
明
石
谷
法
印

修
法
始
行
」
と
、
社
務
頼
仲
に
代
わ
っ
て
鶴
岡
八
幡
宮
で
法
会
の
導
師
を
務
め
た
。

（
三
）
に
は
、
弁
孝
・
宗
顕
・
覚
算
の
灌
頂
授
者
を
勤
め
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

乗
基
は
明
石
谷
一
心
院
を
本
務
地
と
し
、
覚
伊
の
後
任
と
し
て
証
菩
提
寺
別
当
を
兼

務
し
た
と
推
定
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
鶴
岡
八
幡
宮
で
修
法
の
導
師
を
勤
め
て
い
る
の

で
、
鎌
倉
在
住
の
高
僧
と
み
て
よ
い
。

（

７

）

乗

円

乗
円
の
父
は
、
太
政
大
臣
久
我
通
相
（
三
）
、
太
政
大
臣
久
我
長
通
（
尊
）
の
二
説

が
あ
る
。
長
通
の
子
が
通
相
な
の
で
、
久
我
家
と
の
関
係
は
揺
ら
が
な
い
。
伝
法
灌

頂
は
、
応
安
元
年
（
一
三
六
八
）
五
月
十
二
日
に
聖
護
院
覚
誉
法
親
王
（
授
者
一
三

三
番
）
か
ら
園
城
寺
別
所
解
脱
寺
で
伝
法
灌
頂
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
時
の
年
齢
か

ら
、
貞
和
四
年
二
三
四
八
）
生
ま
れ
と
わ
か
る
〈
三
）
。
．
心
院
」
を
通
称
と
す

る
の
で
、
乗
基
か
ら
明
石
谷
一
心
院
の
役
職
を
継
承
し
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る

（
「
頼
卯
大
僧
正
行
状
絵
訶
」
『
続
群
書
類
従
ご
・

（

８

）

乗

通

乗
通
は
、
内
大
臣
三
条
公
忠
の
子
で
、
久
我
具
通
の
猶
子
に
な
っ
た
と
伝
え
る
〈
三
・

「
後
愚
昧
記
』
康
暦
元
年
紙
背
文
書
二
月
十
七
日
付
明
円
書
状
《
年
中
行
事
）
〉
。
康
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乗
通
は
、
康
暦
元
年
二
月
に
、
権
少
僧
都
に
補
任
さ
れ
た
言
後
愚
昧
記
』
康
暦
元

年
条
紙
背
文
書
、
明
円
書
状
）
。
そ
の
後
、
永
徳
三
年
（
一
三
八
三
）
八
月
十
四
日
に

は
権
僧
正
に
補
任
さ
れ
て
い
る
今
後
愚
昧
記
壼
．
乗
円
は
関
東
住
の
僧
だ
っ
た
と
思

わ
れ
、
永
徳
三
年
三
月
に
重
受
の
た
め
に
上
洛
を
所
望
し
た
が
、
鎌
倉
公
方
足
利
氏

満
が
重
厄
の
た
め
に
許
可
を
も
ら
え
な
か
っ
た
舎
後
愚
昧
記
』
永
徳
三
年
六
月
三
十

日
条
）
。
一
心
院
を
兼
務
し
た
と
伝
え
る
（
年
中
行
事
）
。

証
菩
提
寺
の
別
当
（
住
持
）
は
、
建
久
八
年
と
伝
承
さ
れ
る
創
建
当
初
は
坊
号
の

み
伝
わ
る
僧
が
七
代
続
い
た
。
『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
は
、
僧
名
の
伝
わ
ら
な
い
坊
名
だ

け
の
僧
侶
の
時
代
で
あ
る
。
由
緒
が
伝
え
る
よ
う
に
、
佐
奈
田
与
一
義
忠
を
供
養
す

る
供
養
堂
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
後
、
延
暦
寺
の
僧
宗
弁
が
一
代
間
に
挟
ま
り
、
長
崎
光
綱
の
養
子
盛
弁
が
別

当
に
就
任
し
た
。
こ
れ
以
後
、
園
城
寺
の
僧
に
よ
っ
て
八
代
継
承
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
後
の
歴
代
は
、
明
ら
か
で
な
い
。

盛
弁
・
実
渭
・
覚
久
の
三
代
は
、
鶴
岡
供
僧
と
の
兼
務
が
確
認
で
き
る
。
鶴
岡
安

楽
坊
は
、
隆
弁
が
弟
子
の
円
智
を
補
任
し
、
円
智
か
ら
弟
弟
子
盛
弁
に
譲
ら
れ
て
い

づ
（
》
Ｏ

鶴
岡
供
僧
を
務
め
な
か
っ
た
契
覚
か
ら
、
乗
通
に
い
た
る
五
代
は
明
石
谷
一
心
院

を
兼
務
し
、
一
心
院
を
通
称
と
し
て
い
る
。
一
心
院
は
、
覚
助
法
親
王
の
社
務
代
と

し
て
鎌
倉
に
下
向
し
た
覚
伊
が
住
坊
と
し
た
寺
院
で
あ
る
。
乗
基
が
継
承
し
た
後
は
、

そ
の
門
流
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
た
と
推
測
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
乗
基
以
後
、
村

上
源
氏
と
連
な
る
僧
が
証
菩
提
寺
別
当
と
一
心
院
を
兼
務
し
、
鎌
倉
で
活
動
す
る
よ

う
に
な
る
。
鎌
倉
時
代
中
期
か
ら
南
北
朝
時
代
に
か
け
て
の
証
菩
提
寺
は
、
天
台
寺

元
年
二
三
六
二
と
逆
算
で
き
る
。

暦
元
年
二
三
七
九
）
四
月
十
二
日
に
、
聖
護
院
覚
誉
法
親
王
（
授
者
一
三
三
番
）
か

ら
浄
妙
寺
で
伝
法
灌
頂
を
受
け
て
い
る
（
三
）
。
こ
の
時
の
年
齢
か
ら
、
生
年
は
康
安

●

（
年
中
行
事
）
は
、
室
町
時
代
の
証
菩
提
寺
住
僧
を
、
寺
家
（
別
当
）
一
人
、
供
僧

十
一
口
、
新
阿
弥
陀
堂
供
僧
三
口
の
十
五
人
で
構
成
し
て
い
た
と
伝
え
る
。
証
菩
提

寺
供
僧
は
、
「
一
口
顕
」
・
コ
ロ
密
」
と
顕
密
仏
教
に
よ
る
割
り
振
り
が
記
さ
れ
て
い

る
。
た
だ
し
、
こ
の
分
類
は
有
名
無
実
化
し
て
い
て
、
顕
教
僧
・
密
教
僧
に
よ
る
厳

密
な
配
分
は
行
わ
れ
て
い
な
い
．
一
覧
に
み
え
る
歴
代
供
僧
を
宗
派
別
に
数
え
る
と
、

山
門
三
十
五
名
・
寺
門
三
十
三
名
・
山
門
寺
門
兼
学
二
名
・
東
寺
（
真
言
）
三
名
・
宗

派
不
明
三
名
に
な
る
。
総
数
七
十
六
名
の
う
ち
、
山
門
流
と
寺
門
流
を
あ
わ
せ
た
天

台
僧
が
全
体
の
九
割
を
越
え
る
天
台
主
流
の
寺
院
で
あ
る
。
別
当
職
を
継
承
す
る
寺

門
流
か
ら
多
く
の
供
僧
が
補
任
さ
れ
る
の
は
当
然
と
し
て
、
山
門
流
が
多
く
の
供
僧

職
を
継
承
す
る
こ
と
は
、
鶴
岡
社
務
な
ど
要
職
に
つ
け
な
い
状
態
に
あ
る
山
門
流
が

鎌
倉
で
活
動
し
て
い
く
た
め
の
役
職
と
し
て
証
菩
提
寺
供
僧
を
継
承
し
て
い
た
と
考

え
て
よ
い
。

次
に
、
証
菩
提
寺
の
供
僧
を
勤
め
た
寺
門
僧
の
経
歴
を
み
て
い
こ
う
．
供
僧
は
、
『
三

井
寺
灌
頂
脈
譜
』
に
記
載
さ
れ
た
灌
頂
授
者
の
配
列
に
し
た
が
っ
た
。

（

１

）

弁

聖

弁
聖
は
、
理
覚
院
大
僧
正
円
顕
（
授
者
九
七
番
）
か
ら
、
弘
安
七
年
二
二
八
四
）

十
月
十
七
日
に
園
城
寺
唐
院
で
伝
法
灌
頂
を
受
け
た
（
三
）
。
俗
齢
二
十
一
歳
、
法
膓

五
年
と
記
さ
れ
る
の
で
、
建
長
六
年
（
一
二
五
四
）
の
誕
生
と
な
る
（
三
）
。
「
任
僧

綱
土
代
」
急
続
群
書
類
従
」
補
任
部
）
に
は
、
延
慶
四
年
（
一
三
一
二
二
月
十
日

に
権
大
僧
都
補
任
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
（
年
中
行
事
）
に
は
、
「
一
口
密
」
の
供
僧

と
し
て
記
さ
れ
る
。

（

２

）

昭

弁

門
流
が
別
当
を
継
承
す
る
寺
門
流
の
有
力
拠
点
と
な
っ
て
い
た
。

二
証
菩
提
寺
供
僧

／
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昭
弁
は
、
花
台
院
大
僧
正
実
円
（
授
者
一
○
二
番
）
か
ら
永
仁
四
年
（
一
二
九
六
）

十
一
月
二
十
一
日
に
園
城
寺
唐
院
で
伝
法
灌
頂
を
受
け
た
。
伝
法
灌
頂
の
年
を
三
十

五
歳
と
記
す
の
で
、
弘
長
二
年
二
二
六
二
）
生
ま
れ
と
な
る
（
三
）
。
嘉
元
元
年
二

三
○
三
）
六
月
に
鶴
岡
座
心
坊
供
僧
に
補
任
さ
れ
た
。
勝
長
寿
院
供
僧
・
勝
長
寿
院

弥
勒
堂
供
僧
を
兼
務
し
た
と
伝
え
る
語
・
供
）
・
徳
治
元
年
二
三
○
六
）
十
一
月

十
一
日
、
法
印
に
叙
さ
れ
た
（
「
任
僧
綱
土
代
」
『
続
群
書
類
従
』
補
任
部
）
・
元
亨
二

年
（
一
三
二
二
）
に
は
、
将
軍
家
護
持
僧
を
務
め
て
い
る
（
東
寺
宝
菩
提
院
三
密
蔵

聖
教
）
。
元
弘
三
年
十
一
月
十
一
日
に
は
、
鶴
岡
仏
乗
坊
供
僧
に
補
任
さ
れ
た
。

昭
弁
は
、
行
弁
・
永
琉
・
隆
珍
・
賢
琉
・
恒
智
五
人
の
灌
頂
授
者
を
勤
め
、
建
武

二
年
二
三
三
五
）
正
月
二
日
に
七
十
三
歳
で
莞
去
し
た
（
三
）
。
証
菩
提
寺
で
は
、

新
阿
弥
陀
堂
宇
津
尾
堀
方
・
竹
内
方
の
供
僧
を
勤
め
た
（
年
中
行
事
）
。
鎌
倉
の
有
力

寺
院
の
要
職
に
は
就
い
て
い
な
い
が
、
高
僧
と
み
な
し
て
よ
い
人
物
で
あ
る
。

（

３

）

定

修

定
修
は
、
嘉
暦
四
年
二
三
二
九
）
六
月
七
日
に
花
台
院
権
僧
正
定
顕
（
授
者
一

一
三
号
）
か
ら
花
王
院
で
伝
法
灌
頂
を
受
け
た
。
俗
齢
二
十
五
歳
・
法
膓
五
歳
で
あ

る
か
ら
、
嘉
元
三
年
生
ま
れ
と
な
る
。
父
は
散
位
藤
原
時
光
と
伝
え
る
（
三
）
。
貞
和

二
年
二
三
四
六
）
五
月
二
十
四
日
に
大
阿
闇
梨
増
仁
が
新
阿
闇
梨
房
聡
に
園
城
寺

別
所
如
意
寺
で
伝
法
灌
頂
を
行
っ
た
時
、
讃
衆
十
人
の
中
に
権
律
師
少
納
言
定
修
の

名
前
が
み
え
る
（
園
三
一
号
）
。

（

４

）

実

修

実
修
は
、
花
台
院
権
僧
正
定
顕
（
授
者
二
三
番
）
か
ら
元
亨
三
年
三
月
三
十
日

に
上
乗
院
で
伝
法
灌
頂
を
受
け
た
。
俗
齢
二
十
三
歳
・
法
臘
五
歳
と
い
う
か
ら
正
安

三
年
二
三
○
二
の
生
ま
れ
と
な
る
。
父
は
宇
多
源
氏
の
源
仲
□
と
伝
え
る
（
三
）
。

正
中
二
年
（
一
三
二
五
）
四
月
五
日
に
、
証
菩
提
寺
新
阿
弥
陀
堂
桜
井
方
供
僧
職
に

補
任
さ
れ
て
い
る
（
証
）
。
ま
た
、
鶴
岡
二
十
五
坊
の
静
盧
坊
を
佐
々
目
有
助
僧
正
と

聖
護
院
覚
助
法
親
王
の
二
代
の
鶴
岡
社
務
か
ら
補
任
さ
れ
て
い
る
。
年
代
は
明
確
に

で
き
な
い
が
、
有
助
と
覚
助
の
在
任
期
間
か
ら
鎌
倉
時
代
最
末
期
か
ら
建
武
政
権
期

の
在
任
で
あ
る
〈
諸
・
供
）
。

（

５

）

隆

珍

隆
珍
は
、
鶴
岡
八
幡
宮
の
社
務
と
園
城
寺
長
吏
を
兼
務
し
た
道
珍
に
入
室
し
、
仏

乗
院
法
印
昭
弁
（
授
者
二
九
番
）
か
ら
元
亨
四
年
二
月
十
三
日
に
花
王
院
で
伝
法

灌
頂
を
受
け
た
。
父
は
尋
井
阿
闇
梨
と
伝
え
る
（
三
）
。
証
菩
提
寺
の
コ
ロ
密
」
と

新
阿
弥
陀
堂
竹
内
方
の
供
僧
を
務
め
た
。
新
阿
弥
陀
堂
供
僧
職
は
、
昭
弁
の
譲
り
で

あ
る
（
年
中
行
事
）
。

（

６

）

頼

弁

頼
弁
は
、
実
相
院
大
僧
正
増
基
（
授
者
一
二
○
番
）
か
ら
康
永
三
年
（
一
三
四
四
）

十
二
月
十
六
日
に
法
華
山
寺
で
伝
法
灌
頂
を
受
け
た
。
証
菩
提
寺
別
当
乗
基
の
弟
弟

子
に
あ
た
る
。
伝
法
灌
頂
の
時
の
俗
齢
か
ら
延
慶
元
年
二
三
○
八
）
生
ま
れ
と
わ

か
る
。
証
菩
提
寺
で
は
、
コ
ロ
密
」
の
供
僧
を
務
め
た
。
貞
和
二
年
二
三
四
六
）

五
月
二
十
四
日
に
大
阿
閻
梨
増
仁
が
新
阿
闇
梨
房
聡
に
如
意
寺
で
伝
法
灌
頂
を
行
っ

た
時
の
記
録
に
は
、
讃
衆
十
人
の
中
に
権
律
師
宮
内
卿
頼
弁
の
名
前
が
み
え
る
園

一
二
一
口
言
）
。

（

７

）

乗

恵

乗
恵
は
、
延
文
四
年
二
三
五
九
）
三
月
九
日
に
上
乗
院
大
僧
正
清
顕
（
授
者
一

二
五
番
）
か
ら
園
城
寺
食
堂
で
伝
法
灌
頂
を
受
け
た
。
こ
の
時
、
俗
齢
四
十
五
歳
・
法

膓
二
十
七
年
と
い
う
か
ら
、
正
中
二
年
二
三
二
五
）
生
ま
れ
と
な
る
。
本
覚
院
僧

正
聖
恵
入
室
、
契
覚
受
法
の
弟
子
と
い
う
か
ら
、
山
門
流
か
ら
寺
門
流
に
流
派
を
変

え
た
僧
で
あ
る
（
諸
・
供
）
。
康
永
四
年
（
一
三
四
五
）
に
鶴
岡
尊
勝
仏
供
僧
に
補
任

さ
れ
（
諸
）
、
文
和
二
年
二
三
五
三
）
に
は
鶴
岡
南
禅
坊
の
供
僧
に
補
任
さ
れ
た

（
諸
・
供
）
。
永
和
四
年
二
三
七
八
）
八
月
二
十
四
日
に
は
、
乗
恵
の
譲
り
に
よ
り
、
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乗
弁
が
鶴
岡
尊
勝
仏
供
僧
に
補
任
さ
れ
た
。
こ
の
時
、
「
頼
慶
未
受
法
名
代
」
と
傍
注

が
附
い
て
い
る
。
鎌
倉
を
代
表
す
る
鶴
岡
八
幡
宮
の
二
十
五
坊
供
僧
職
は
、
正
規
に

伝
法
灌
頂
を
受
け
た
か
受
け
る
こ
と
に
な
る
官
僧
が
補
任
さ
れ
る
役
職
な
の
で
あ
ろ

う
（
諸
）
。
証
菩
提
寺
新
阿
弥
陀
堂
宇
津
尾
堀
方
供
僧
職
に
も
補
任
さ
れ
、
こ
の
職
も

乗
弁
に
讓
任
し
て
い
る
。

（

８

）

顕

超

顕
超
は
、
聖
護
院
覚
誉
法
親
王
（
授
者
一
三
三
番
）
か
ら
康
暦
二
年
（
一
三
八
○
）

四
月
十
四
日
に
伝
法
灌
頂
を
受
け
た
。
俗
齢
三
十
四
歳
・
法
臘
十
七
年
と
い
う
か
ら
、

貞
和
三
年
（
一
三
四
七
）
の
誕
生
と
な
る
。
永
和
三
年
十
月
十
六
日
に
証
菩
提
寺
新

阿
弥
陀
堂
桜
井
方
の
供
僧
職
を
継
承
し
た
（
年
中
行
事
）
。
永
徳
二
年
（
一
三
八
三

六
月
十
日
に
、
山
門
流
の
権
律
師
仲
恵
に
新
阿
弥
陀
堂
供
僧
職
を
譲
っ
て
い
る
（
永

徳
二
年
六
月
十
日
顕
超
讓
状
『
相
州
文
書
』
鎌
倉
郡
一
八
七
四
号
）
。
『
後
愚
昧
記
』

永
徳
三
年
三
月
四
日
条
に
は
「
聖
護
院
候
人
」
と
み
え
る
の
で
、
上
洛
の
た
め
に
譲

っ
た
可
能
性
が
高
い
。
以
後
、
桜
井
方
は
寺
門
流
の
手
を
離
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（

９

）

覚

算

覚
算
は
、
一
心
院
僧
正
乗
基
（
授
者
一
三
四
番
）
か
ら
康
安
五
年
二
三
六
五
）
五

月
十
六
日
に
園
城
寺
食
堂
で
伝
法
灌
頂
を
受
け
た
（
三
・
諸
・
供
）
。
こ
の
時
、
俗
齢

二
十
三
歳
、
法
臘
五
歳
な
の
で
、
暦
応
二
年
二
三
三
九
）
の
誕
生
と
な
る
。
応
安

五
年
二
三
七
二
）
十
二
月
九
日
に
は
、
鶴
岡
慈
月
坊
供
僧
に
補
任
さ
れ
て
い
る
。
証

菩
提
寺
で
は
コ
ロ
密
」
の
供
僧
を
勤
め
て
い
る
。
覚
算
は
、
応
永
二
十
四
年
二

四
一
七
）
九
月
三
日
に
七
十
九
歳
で
亡
く
な
っ
て
い
る
（
諸
・
供
）
。

（

岨

）

延

契

延
契
は
、
常
住
院
准
三
后
良
職
（
授
者
一
三
七
番
）
か
ら
明
徳
三
年
二
三
九
三

四
月
二
十
一
日
に
如
意
寺
で
伝
法
灌
頂
を
受
け
た
。
（
三
）
は
灌
頂
の
時
の
年
齢
を
五

十
三
歳
と
記
す
の
で
、
暦
応
三
年
（
一
三
四
○
）
生
ま
れ
と
な
る
。
証
菩
提
寺
で
は
、

証
菩
提
寺
供
僧
と
新
阿
弥
陀
堂
竹
内
方
の
供
僧
を
兼
ね
た
。

（

Ⅱ

）

賢

祐

賢
祐
も
、
常
住
院
准
三
后
良
琉
（
授
者
一
三
七
番
）
か
ら
至
徳
三
年
二
三
八
六
）

五
月
六
日
に
園
城
寺
別
所
如
意
寺
で
伝
法
灌
頂
を
受
け
た
。
（
三
）
は
、
灌
頂
の
時
の

年
齢
を
二
十
歳
、
法
膓
を
五
歳
と
記
す
の
で
、
貞
治
六
年
生
ま
れ
と
な
る
。

（

吃

）

乗

弁

乗
弁
は
、
常
住
院
准
三
后
良
琉
〈
授
者
一
三
七
番
）
か
ら
如
意
寺
で
至
徳
三
年
二

三
八
六
）
五
月
に
伝
法
灌
頂
を
受
け
た
。
俗
齢
三
十
三
歳
、
法
臆
十
七
年
と
い
う
か

ら
、
文
和
三
年
の
生
ま
れ
と
な
る
（
三
）
。
乗
円
入
室
の
弟
子
で
、
万
里
小
路
宣
房
の

猶
子
と
伝
え
る
（
諸
）
。
永
和
四
年
八
月
二
十
四
日
に
は
、
乗
恵
の
譲
り
で
鶴
岡
尊
勝

仏
供
僧
に
補
任
さ
れ
た
（
諸
）
。
（
諸
）
は
、
永
福
寺
・
証
菩
提
寺
・
証
菩
提
寺
新
阿

弥
陀
堂
の
供
僧
を
勤
め
、
応
永
二
十
五
年
二
四
一
八
）
五
月
六
日
に
六
十
五
歳
で

入
寂
し
た
と
伝
え
る
。
証
菩
提
寺
の
供
僧
職
は
、
一
口
顕
と
新
阿
弥
陀
堂
宇
津
尾
堀

方
で
あ
る
。
『
証
菩
提
寺
年
中
行
事
』
の
中
で
通
年
の
行
事
を
記
し
た
「
証
菩
提
寺
一

年
中
所
作
井
寺
役
等
事
」
で
は
、
乗
弁
は
諸
役
を
分
担
す
る
供
僧
の
一
人
に
数
え
ら

れ
て
い
る
。
乗
弁
の
没
年
か
ら
、
（
年
中
行
事
）
に
記
載
さ
れ
た
一
覧
は
応
永
年
間
の

も
の
と
み
て
よ
い
こ
と
に
な
る
。

（

昭

）

賢

礁

賢
琉
は
、
聖
護
院
准
三
后
道
基
（
授
者
一
四
五
号
）
か
ら
応
永
十
八
年
三
月
十
日

に
如
意
寺
で
伝
法
灌
頂
を
受
け
た
。
俗
齢
四
十
四
歳
・
法
臘
二
十
八
歳
と
伝
え
る
の

で
、
応
安
元
年
二
三
六
八
）
生
ま
れ
と
な
る
。
証
菩
提
寺
の
一
口
密
と
新
阿
弥
陀

堂
の
竹
内
方
の
供
僧
を
勤
め
た
。
（
年
中
行
事
）
は
、
応
永
二
十
六
年
正
月
付
の
新
阿

弥
陀
堂
長
日
供
養
法
等
結
番
の
中
旬
を
配
当
し
た
文
書
を
収
め
て
い
る
。

（

Ｍ

）

政

円

（
年
中
行
事
）
に
は
名
前
が
出
て
こ
な
い
が
、
（
諸
）
。
（
供
）
の
鶴
岡
安
楽
坊
に
は
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（

晦

）

快

賢

（
年
中
行
事
）
に
、
コ
ロ
顕
」
と
記
載
さ
れ
た
証
菩
提
寺
供
僧
で
あ
る
。
応
永
二

十
一
年
六
月
二
十
七
日
に
鶴
岡
座
心
坊
供
僧
に
補
任
さ
れ
た
。
「
八
正
寺
大
僧
正
（
尊

雲
）
受
法
」
と
記
さ
れ
る
の
で
、
交
名
が
作
成
さ
れ
た
段
階
で
未
だ
伝
法
灌
頂
を
受

け
て
い
な
い
僧
で
あ
る
（
諸
・
供
）
・

（

略

）

良

盛

（
年
中
行
事
）
に
、
コ
ロ
顕
」
と
記
載
さ
れ
た
証
菩
提
寺
供
僧
で
あ
る
。
延
文
二

年
（
一
三
五
七
）
九
月
四
日
に
鶴
岡
文
恵
坊
に
補
任
さ
れ
た
。
翌
延
文
三
年
十
二
月

に
は
鶴
岡
御
殿
司
に
補
任
さ
れ
た
（
諸
）
．
良
尋
法
印
入
室
・
覚
珍
法
印
受
法
の
弟
子

と
伝
え
る
（
諸
・
供
）
。
常
楽
寺
別
当
・
明
王
院
供
僧
を
兼
務
し
た
と
伝
え
る
（
諸
・

供
）
。
受
法
ま
で
あ
る
か
ら
、
良
盛
も
伝
法
灌
頂
を
受
け
て
い
な
い
。

（
年
中
行
事
）
に
、
二
口
顕
」
と
記
載
さ
れ
た
証
菩
提
寺
供
僧
で
あ
る
。
延
文
二

年
（
一
三
五
七
）
九
月
四
日
に
鶴
岡
文
恵
坊
に
補
任
さ
れ
た
。
翌
延
文
三
年
十
二
月

に
は
鶴
岡
御
殿
司
に
補
任
さ
れ
た
（
諸
）
．
良
尋
法
印
入
室
・
覚
珍
法
印
受
法
の
弟
子

と
伝
え
る
（
諸
・
供
）
。
常
楽
寺
別
当
・
明
王
院
供
僧
を
兼
務
し
た
と
伝
え
る
（
諸
・

供
）
。
受
法
ま
で
あ
る
か
ら
、
良
盛
も
伝
法
灌
頂
を
受
け
て
い
な
い
。

（
晦
）

「
山
内
新
阿
弥
陀
堂
供
僧
」
の
傍
注
が
記
さ
れ
る
。
嘉
元
三
年
（
一
三
○
五
）
十
一

月
十
三
日
入
寂
と
記
さ
れ
て
い
る
（
諸
）
．
（
供
）
。

（

Ⅳ

）

聡

顕

聡
顕
は
、
証
菩
提
寺
の
コ
ロ
密
」
に
み
え
る
供
僧
で
あ
る
。
至
徳
三
年
五
月
一

日
に
行
わ
れ
た
乗
弁
の
伝
法
灌
頂
で
、
役
僧
を
務
め
て
い
る
（
三
）
・

〈
年
中
行
事
）
に
記
載
さ
れ
た
寺
門
僧
は
、
『
三
井
寺
灌
頂
脈
譜
』
に
よ
っ
て
法
流

の
明
ら
か
に
な
る
僧
が
十
三
人
、
他
の
史
料
か
ら
受
法
ま
で
は
行
っ
た
が
灌
頂
に
至

っ
て
い
な
い
僧
三
人
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
（
諸
・
供
）
に
証
菩
提
寺
供
僧
と
み
え
る

が
、
（
年
中
行
事
）
に
記
載
の
な
い
僧
が
一
名
み
え
る
。

一
方
、
記
載
の
な
か
っ
た
人
物
は
、
円
尊
・
快
禅
・
源
性
・
定
職
・
弁
実
・
祐
円
・

成
修
・
賢
伊
・
永
宣
・
仙
弁
・
実
継
・
豪
俊
・
覚
能
・
頼
淵
・
栄
修
・
真
慶
・
実
暹

の
十
七
人
で
あ
る
。
『
三
井
寺
灌
頂
脈
譜
』
に
記
載
さ
れ
た
法
流
が
古
代
・
中
世
の
園

城
寺
で
継
承
さ
れ
た
す
べ
て
で
は
な
い
が
、
伝
法
灌
頂
を
受
け
て
い
な
い
供
僧
を
多

く
含
む
可
能
性
が
高
い
こ
と
は
推
測
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
証
菩
提
寺
供
僧
の
多
く
は
、

最
後
に
、
ま
と
め
に
代
え
て
中
世
の
証
菩
提
寺
で
活
動
し
た
天
台
寺
門
僧
に
つ
い

て
整
理
し
た
い
。

相
模
国
山
内
庄
に
創
建
さ
れ
た
証
菩
提
寺
は
、
治
承
四
年
二
一
八
○
）
の
石
橋

山
合
戦
で
討
死
に
し
た
佐
奈
田
義
忠
を
供
養
す
る
た
め
に
創
建
さ
れ
た
。
証
菩
提
寺

は
、
岡
崎
氏
が
文
治
五
年
〈
二
八
九
）
頃
に
佐
奈
田
義
忠
の
供
養
堂
と
し
て
創
建

し
た
が
、
建
久
八
年
二
一
九
七
）
に
源
頼
朝
が
義
忠
の
供
養
を
行
う
た
め
に
修
造

し
た
こ
と
で
、
こ
の
時
の
こ
と
が
寺
院
の
由
緒
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
。

創
建
時
の
証
菩
提
寺
住
持
は
私
度
僧
で
あ
り
、
佐
奈
田
与
一
義
忠
を
供
養
す
る
供

養
堂
と
し
て
明
確
な
性
格
を
持
っ
て
い
た
。
僧
名
の
わ
か
ら
な
い
草
創
期
の
七
代
は
、

こ
の
時
期
の
も
の
で
あ
る
。

鎌
倉
時
代
中
期
に
山
門
僧
の
進
僧
都
宗
弁
が
証
菩
提
寺
別
当
（
住
持
）
に
補
任
さ

れ
て
か
ら
、
証
菩
提
寺
は
官
僧
が
務
め
る
寺
院
と
し
て
、
鶴
岡
八
幡
宮
や
鎌
倉
の
権

門
寺
院
と
の
関
係
が
深
ま
っ
て
い
く
。
特
に
、
長
崎
氏
の
一
族
駿
河
法
印
盛
弁
が
別

当
に
就
任
し
た
後
は
、
天
台
宗
寺
門
流
が
証
菩
提
寺
別
当
を
継
承
す
る
よ
う
に
な
る
。

時
期
は
前
後
す
る
が
、
北
条
氏
が
建
保
元
年
（
一
二
一
三
）
の
和
田
合
戦
で
相
模

国
山
内
庄
を
拝
領
し
て
か
ら
、
北
条
氏
は
証
菩
提
寺
新
阿
弥
陀
堂
に
供
僧
三
口
を
寄

進
し
、
阿
弥
陀
堂
の
外
護
者
と
な
っ
た
。
正
応
六
年
二
二
九
三
）
七
月
三
十
日
付

得
宗
北
条
貞
時
執
事
奉
書
会
相
州
文
書
』
相
模
国
鎌
倉
郡
一
八
六
六
号
）
や
、
文
保

元
年
（
二
一
二
七
）
十
二
月
十
四
日
の
得
宗
家
公
文
所
連
署
奉
書
写
今
相
州
文
書
』

相
模
国
鎌
倉
郡
一
八
六
七
号
）
の
よ
う
に
、
新
阿
弥
陀
堂
の
役
職
は
得
宗
家
の
発
給

文
書
で
権
利
が
保
護
さ
れ
て
い
る
。

鎌
倉
の
権
門
寺
院
の
供
僧
と
兼
務
し
て
い
る
。
諸
寺
の
供
僧
を
兼
務
し
な
が
ら
、

菩
提
寺
の
役
職
も
務
め
る
と
い
う
の
が
彼
ら
の
立
場
な
の
で
あ
ろ
う
。

三
証
菩
提
寺
の
住
持
と
供
僧

証
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註
鎌
倉
の
天
台
寺
門
流
は
、
真
言
密
教
と
共
に
鎌
倉
の
宗
教
世
界
を
主
導
す
る
役
割

（

７

）

を
つ
と
め
て
き
た
。
鎌
倉
時
代
の
盛
弁
・
実
情
・
契
覚
・
覚
久
の
四
代
は
、
鶴
岡
八

幡
宮
供
僧
や
明
石
谷
一
心
院
と
の
兼
務
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
頂
点
は
、
建
武
政
権
の

成
立
と
共
に
鶴
岡
社
務
に
補
任
さ
れ
た
覚
助
法
親
王
が
鎌
倉
に
派
遣
し
た
社
務
代
覚

伊
で
、
覚
伊
は
鶴
岡
社
務
代
と
明
石
谷
一
心
院
・
証
菩
提
寺
別
当
を
兼
務
し
た
。
覚

伊
が
、
歴
代
証
菩
提
寺
別
当
の
中
で
、
最
も
高
い
地
位
に
つ
い
た
人
物
に
な
る
。

南
北
朝
時
代
の
証
菩
提
寺
は
、
村
上
源
氏
に
連
な
る
「
乗
」
を
通
字
と
し
た
高
僧

が
別
当
を
務
め
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
時
代
の
証
菩
提
寺
別
当
は
明
石
谷
一
心
院
と

の
兼
務
と
な
り
、
一
心
院
を
通
称
に
用
い
て
い
る
。
鎌
倉
の
顕
密
仏
教
の
世
界
で
寺

門
流
の
有
力
寺
院
と
認
め
ら
れ
て
い
た
一
心
院
が
本
務
で
あ
り
、
証
菩
提
寺
別
当
が

兼
務
と
い
う
関
係
な
の
で
あ
ろ
う
。
証
菩
提
寺
供
僧
は
、
南
北
朝
時
代
に
な
っ
て
も

鶴
岡
供
僧
を
勤
め
る
人
々
を
出
し
て
い
た
。

証
菩
提
寺
別
当
の
変
遷
は
、
初
期
の
私
度
僧
の
時
代
、
鎌
倉
時
代
中
期
以
後
の
鶴

岡
八
幡
宮
の
役
職
を
兼
務
し
た
寺
門
僧
の
時
代
、
南
北
朝
時
代
以
後
の
村
上
源
氏
に

連
な
る
僧
が
明
石
谷
一
心
院
を
本
務
と
し
て
証
菩
提
寺
別
当
を
兼
務
し
た
時
代
と
大

き
く
わ
か
れ
る
。
証
菩
提
寺
供
僧
は
、
鶴
岡
八
幡
宮
の
供
僧
や
鎌
倉
の
権
門
寺
院
の

供
僧
を
兼
務
す
る
僧
を
多
く
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
証
菩
提
寺
供
僧
の
多
く
は
本
山

で
伝
法
灌
頂
を
受
け
た
官
僧
で
あ
り
、
鎌
倉
を
守
護
す
る
密
教
寺
院
の
筆
頭
格
で
あ

る
鶴
岡
八
幡
宮
で
催
さ
れ
る
神
事
・
仏
事
に
参
列
す
る
資
格
を
有
し
て
い
た
。
天
台

寺
門
流
が
別
当
を
継
承
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
証
菩
提
寺
は
鎌
倉
で
活
動
す
る

密
教
僧
の
拠
点
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

（
１
）
『
吾
妻
鏡
』
建
保
三
年
五
月
十
二
日
条
。

（
２
）
『
吾
妻
鏡
』
建
保
元
年
五
月
六
日
条
・
同
七
日
条
。

（
３
）

へ、

4
、－〆

へ’へ

八 戸

b 、
ー、一

（
７
）

証
菩
提
寺
に
関
す
る
研
究
は
、
湯
山
学
「
山
内
本
郷
の
証
菩
提
寺
と
一
心
院
ｌ
鎌
倉
明
石
谷

の
別
当
坊
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
含
鎌
倉
』
四
十
八
号
一
九
八
三
年
）
、
塩
澤
寛
樹
「
神
奈
川
・

証
菩
提
寺
阿
弥
陀
三
尊
像
再
考
」
言
神
奈
川
県
立
博
物
館
研
究
報
告
ｌ
人
文
科
学
ｌ
」
二
十

五
号
一
九
九
九
年
）
が
あ
る
。
湯
山
氏
は
鎌
倉
明
石
谷
の
一
心
院
が
証
菩
提
寺
の
別
当
坊

で
あ
っ
た
と
す
る
が
、
筆
者
は
別
の
寺
院
と
考
え
て
い
る
。
塩
澤
氏
は
、
証
菩
提
寺
の
仏
像

が
「
吾
妻
鏡
』
に
記
さ
れ
た
建
久
八
年
創
建
の
由
来
よ
り
年
代
が
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
を
根
拠

と
し
、
旧
鐘
銘
（
「
相
洲
文
言
」
鎌
倉
郡
一
八
七
四
号
）
に
記
さ
れ
た
文
治
五
年
の
年
紀
を
も

と
に
、
岡
崎
氏
が
創
建
し
た
寺
院
が
先
に
あ
り
、
源
頼
朝
は
建
久
八
年
に
修
造
し
た
と
寺
史

を
整
理
し
て
い
る
。

本
稿
で
、
『
鎌
倉
証
菩
提
寺
年
中
行
事
」
は
国
立
公
文
書
館
所
蔵
本
を
使
用
し
た
。
国
立
公
文

書
館
本
は
、
縦
二
十
六
・
五
×
横
十
九
・
○
セ
ン
チ
の
袋
と
じ
で
、
料
紙
は
全
二
十
二
紙
で

あ
る
。
「
三
井
寺
灌
頂
脈
譜
』
は
江
戸
時
代
中
期
に
江
戸
幕
府
が
収
集
し
た
写
本
で
、
本
山
の

園
城
寺
が
明
治
時
代
ま
で
書
き
継
い
だ
写
本
は
「
園
城
寺
文
書
第
七
巻
」
（
園
城
寺
発
行

二
○
○
四
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
「
三
井
寺
灌
頂
脈
譜
」
は
、
園
城
寺
別
当
亮
海
が
慶
音

院
志
晃
に
編
纂
を
命
じ
た
「
寺
門
伝
記
補
録
」
雪
大
日
本
仏
教
全
書
』
）
に
「
脈
譜
云
」
と
数

多
く
の
引
用
が
み
え
る
。
江
戸
幕
府
が
書
写
す
る
以
前
か
ら
園
城
寺
に
伝
来
し
た
写
本
で
、
江

戸
時
代
中
期
ま
で
の
書
き
継
ぎ
本
と
み
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。
東
京
大
学
史
料
編
蟇
所
が
「
大

日
本
史
料
」
で
引
用
し
て
い
る
「
園
城
寺
伝
法
血
脈
」
も
、
明
治
時
代
ま
で
書
き
継
が
れ
た

園
城
寺
伝
来
本
で
あ
る
。
本
書
で
は
、
江
戸
時
代
中
期
ま
で
の
姿
を
残
す
国
立
公
文
書
館
本

を
用
い
た
。
「
鶴
岡
社
務
記
録
」
「
鶴
岡
八
幡
宮
寺
諸
職
次
第
」
は
、
『
鶴
岡
叢
書
」
（
鶴
岡
八

幡
宮
宮
司
白
井
永
二
発
行
）
に
収
録
さ
れ
た
影
印
翻
刻
が
あ
る
の
で
、
同
書
を
使
用
し
た
。

「
三
井
続
灯
記
」
は
、
「
大
日
本
仏
教
全
書
』
本
を
使
用
し
て
い
る
。

「
親
玄
僧
正
日
記
」
正
応
六
年
二
月
七
日
条
。

鶴
岡
社
務
隆
弁
が
京
都
と
鎌
倉
の
寺
院
社
会
で
重
き
を
な
し
、
鎌
倉
で
育
て
た
弟
子
を
彼
の

影
響
下
に
あ
る
役
職
に
登
用
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
拙
稿
「
鶴
岡
社
務
隆
弁
と
鎌
倉
の
体
制

仏
教
」
含
金
沢
北
条
氏
の
研
究
」
所
収
八
木
書
店
二
○
○
六
年
）
。
拙
稿
は
、
隆
弁
を
鶴

岡
社
務
と
し
か
見
て
こ
な
か
っ
た
従
前
の
研
究
と
一
線
を
画
し
て
い
る
。

鎌
倉
時
代
の
鎌
倉
に
展
開
し
た
顕
密
仏
教
を
法
流
や
僧
伝
を
中
心
に
総
合
的
に
行
っ
た
研
究
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は
、
橋
本
初
子
「
関
東
と
密
教
僧
１
京
の
記
録
に
見
る
「
関
東
住
」
の
実
態
に
つ

い
て
ｌ
」
（
「
三
浦
古
文
化
』
五
十
五
号
一
九
九
四
年
）
、
平
雅
行
「
鎌
倉
山
門

派
の
成
立
と
展
開
」
今
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
」
四
十
号
二
○
○

○
年
）
、
永
井
晋
『
金
沢
北
条
氏
の
研
究
」
第
五
章
「
北
条
氏
と
鎌
倉
の
体
制
仏

教
」
（
八
木
書
店
二
○
○
六
年
）
、
平
雅
行
「
鎌
倉
寺
門
派
の
成
立
と
展
開
」

今
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
」
四
十
九
号
二
○
○
九
年
）
な
ど
が
あ
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寺門血脈抄（『三井寺灌頂脈譜』より作成）

＊アラビア数字は灌頂授者の番号

50 56 73 85

道勝一恒恵一一円意一隆弁

76 92

－明弁一覚乗一契覚

59 68 97

禅覚一円浄一円顕

47 60

公顕一寛朝

71 98

静忠一増忠

T 129

増仁

垣

137

良琉

145

道基

101

覚助

120

増基

81

仙朝

Ｂ

乗

吃

清

実

』

４

基

５

顕

清

一
Ｉ
Ｉ
Ｌ
一
Ｉ
Ｉ
Ｌ

》

麺

哩

率
125133 144

清顕一覚誉一F範伊

102

実円 ~

－乗円

119 131

昭弁一隆珍 －乗通

覚伊

103 116

静誉一顕弁
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